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環境管理事務所の取組

　地域の自然特性や生活環境、地域住民のニーズ等、地域の環境の状況を総合的に把握し、きめ細かい環境行政を推進するため、県内
７か所に環境管理事務所を設置しています。

●主な業務内容
鳥獣の保護・管理／野鳥の違法捕獲、飼育の取締／緑化の推進／ディーゼル車の排出ガス規制
／自動車の使用管理についての確認／アイドリング・ストップ＊の推進／石綿＊除去工事の立
入検査／異常水質事故の対応／工場・事業場の立入検査／土壌汚染対策／浄化槽＊対策／産業
廃棄物＊処理業の許可／廃棄物＊処理の監視指導／特定再生資源屋外保管業の規制／土砂対策

①中央環境管理事務所
②西部環境管理事務所
③東松山環境管理事務所
④秩父環境管理事務所
⑤北部環境管理事務所
⑥越谷環境管理事務所
⑦東部環境管理事務所

アイドリングストップ
ハイライト表示
自動車の駐停車時にエンジンを止めること。埼玉県生活環境保全条例により信号待ちや交通混雑により停止する場合等を除き、運転者に義務付けられている。また、一定規模以上の駐車場の設置者や管理者には、利用者に向けた周知看板の掲出等が義務付けられている。

石綿
ハイライト表示
天然に存在する繊維状鉱物で、アスベストとも呼ばれる。安価で丈夫なため、昭和30年（1955年）頃から多くの建築物等に使用されていたが、石綿の粉じんを吸い込むと肺がんや中皮腫を発症するおそれがあり、平成18年（2006年）9月以降原則として製造等が禁止されている。

浄化槽
ハイライト表示
し尿・生活雑排水（炊事、洗濯、入浴等の排水）を沈殿分離や微生物の作用による腐敗又は酸化分解等の方法によって処理し、それを消毒し、公共用水域等へ放流する施設をいう。し尿のみを処理する施設を単独処理浄化槽、し尿及び生活雑排水を一緒に処理する施設を合併処理浄化槽という。なお、法令上の用語としては、浄化槽とは合併処理浄化槽のみを指す。

産業廃棄物
ハイライト表示
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法施行令により定められた20種類（汚泥、廃油、廃プラスチック等）の廃棄物。このうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る危険性の高い産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物に分類される。

廃棄物
ハイライト表示
その物を占有している者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないため不要となった物をいい、ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油などの固形状又は液状のものをいう。廃棄物は、主として家庭から発生する生ごみなどの一般廃棄物と、主として工場から発生する汚泥や、建物解体現場から発生する木くず、がれき類などの産業廃棄物の二つに大別される。



86

環境管理事務所の取組

中央環境管理事務所（地図①）

■管内の環境
　管内は、川口市から鴻巣市まで南北に広がる平坦な地形となっています。荒
川や芝川など大小様々な河川が流れ、見沼田

たん ぼ

圃＊や武蔵野の雑木林など、豊か
な自然環境に恵まれている一方、事業所数や人口は本県の３分の１を超え、産
業機能の集積や人口が密集し、交通量の多い地域です。都市化が進んでいる南
部地域だけでなく、近年では北部地域の圏央道インター周辺での開発が活発化
しており、良好な環境の保全や創造が重要となっています。

■取組ピックアップ（令和６年度）
　県内各地で被害が拡大している特定外来生物＊について県民に効果的な啓発
を図るため、県政出前講座を新たに企画し、３回実施するとともに、管内市町
職員に対して、特に被害の大きいクビアカツヤカミキリの防除に関する実務研
修会を行いました。
　また、光化学オキシダント＊生成の原因物質の一つであるガソリンベーパー＊

の排出を抑制できる給油機の導入促進に向け、管内のガソリンスタンドへ導入
効果等について説明しました。合わせて、ガソリンスタンドに関係する法律（水
質、大気）や条例（揚水施設、土壌汚染）の届出・適合状況等について確認や
説明を行いました。
　そのほか、産業廃棄物対策として、令和８年度末に処理期限が到来する低濃
度PCB廃棄物＊の適正処理を進めるため、低濃度PCB廃棄物を保管している可
能性がある事業者等に対し、立入検査及び処理期限内の適正処理の指導に重点
的に取り組みました。

クビアカツヤカミキリ対策研修会

PCB廃棄物立入検査

見沼田圃
ハイライト表示
さいたま市と川口市にまたがる総面積1,260haに及ぶ大規模な緑地空間。江戸時代から主に農業生産の場として都市近郊における重要な食料基地の役割を果たしてきた。現在では、人間の営みと自然との調和などを目指し、保全・活用等に取り組んでいる。

外来生物
ハイライト表示
外来生物法で、「海外から日本に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物」と定義されている。
国外から日本に導入されるもののみを対象としており、いわゆる国内由来の外来種は含まない。
また、外来生物であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものを特定外来生物という。

光化学スモッグ／光化学オキシダント
ハイライト表示
光化学オキシダントは、工場や自動車の排出ガス等に含まれる窒素酸化物や揮発性有機化合物が太陽の紫外線で光化学反応を起こすことにより発生する有害な酸化性物質。この濃度が高くなり、白くもやがかかったようになった状態が光化学スモッグと呼ばれる。光化学スモッグが発生すると、眼や喉などの粘膜に対する健康被害を及ぼすほか、植物への悪影響をもたらす。

ガソリンベーパー
ハイライト表示
ガソリンが蒸発して気体となった蒸気のこと。ガソリンスタンドなどで感じられる独特なにおいの正体で、微小粒子状物質（PM2.5）や光化学オキシダントの原因物質のひとつである揮発性有機化合物（VOC）。

PCB廃棄物
ハイライト表示
ポリ塩化ビフェニル（PCB）を含む廃棄物。PCBは、変圧器やコンデンサー等の絶縁油として使用されていたが、有害性が判明したため、製造や輸入、新たな使用が禁止されており、令和9年（2027年）3月末までの処分が義務付けられている。
なお、期限内処分を実行するため、県・政令市及び事業者の具体的な取組については、「埼玉県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」に定めている。
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西部環境管理事務所（地図②）

■管内の環境
　西は飯能市から東は和光市まで、県人口の４分の１にあたる約１８５万人が生
活する区域を所管しています。３つの高速道路とJR、私鉄各線がネットワー
クを形成し、都市化の進んだ地域がある一方、２つの県立自然公園や１５か所の
「ふるさとの緑の景観地＊」などの緑豊かな自然も残っています。

■取組ピックアップ（令和６年度）
　関東ふれあいの道は、県内１３コース中６コースが西部管内を通っています。
その一つである「伊豆ヶ岳を越えるみち」は、足腰の守り神として有名な子の
権現や西川材で名高い杉・檜の植林地帯が続いており、有間・秩父・奥武蔵の
山々をはじめ、関東平野が一望できます。
　一方で、写真にあるように落石によって道を塞ぐことなど危険も伴いますの
で、十分に注意しながらハイキングを行ってください（落石は撤去済み）。
　また、管内の小学校から県政出前講座の依頼を受け、環境学習の講義を行い
ました。講義では、野生生物の生態や外来種・大気環境・浄化槽・太陽光発電
など生徒からの質疑を受け意見交換を行いました。
　産業廃棄物対策では、排出事業者や処理業者に対する立入検査や指導、関係
機関と連携した監視パトロールを実施しました。また、令和８年度末に処理期
限が迫る低濃度PCB廃棄物について、保管事業者等への立入調査や期限内の適
正処理の指導を重点的に行いました。

「伊豆ヶ岳を越えるみち」の落石

環境学習の状況

ふるさとの緑の景観地
ハイライト表示
「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」に基づき、樹林地で優れた景観を有する区域を指定するものであり、指定した区域においては、木竹の伐採等について届出の義務を課し、開発行為との調整を図りながら保全を行う。
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東松山環境管理事務所（地図③）

■管内の環境
　本県のほぼ中央に位置し、黒山、長瀞玉淀、比企丘陵の県立自然公園がある
緑豊かな自然に囲まれています。
　地形は東の水田地帯から中央の丘陵地帯、西の山間部と多彩で、自然との触
れ合いを身近に感じることのできる地域です。

■取組ピックアップ（令和６年度）
　管内は山地と市街地が接する地域であるため、人々の日常生活圏にイノシシ
などの大型野生動物が出没することがあります。本事務所では市町村や地元猟
友会と連携し、人身被害防止に努めています。令和６年度は各地でイノシシが
出没したため、箱わなの設置や猟友会による捕獲等を行ったほか、ツキノワグ
マ目撃情報やニホンザルの出没に際しては警戒監視を行い、その結果、幸い人
身被害はありませんでした。
　また、管内は山間部や休耕地が多い一方で、道路交通の便が良い地域である
ため、不法投棄事案が頻発しています。令和６年度は不法投棄、廃棄物野積現
場の立入検査を５３５件行い、監視・指導を強化したほか、１１月から１２月には６
日間をかけて荒川河川敷の清掃活動を流域自治体、国及び民間事業者と協力し
て実施し、約１１㎥の廃棄物を撤去しました。
　そのほか、管内では地下水が多く利用されていますが、土壌汚染が判明した
際には、地元市町村と連携し、周辺井戸を調査して、地下水の飲用中止を周知
し、健康被害の防止に努めています。令和６年度は重金属類による土壌汚染が
２件確認されたほか、県が３１地点で行った地下水の常時監視により唯一、有機
フッ素化合物の一種であるPFOS及びPFOA＊による地下水汚染が判明し、同
様の対応を行いました。

住宅地に出没したニホンザル

荒川クリーン協議会での清掃活動

PFOS及びPFOA
ハイライト表示
PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸）及びPFOA（ペルフルオロオクタン酸）は、有機フッ素化合物の一種であり、その撥水・撥油性、熱・化学的安定性等から、泡消火薬剤、フッ素ポリマー加工助剤など幅広い用途で使用されてきた。
PFOS・PFOAには、難分解性、高蓄積性、長距離移動性という性質があり、国内ではそれぞれ平成22年（2010年）・令和3年（2021年）に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」の第一種特定化学物質に指定され、製造・輸入等が原則禁止されている。
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秩父環境管理事務所（地図④）

■管内の環境
　秩父地域は、県面積の約４分の１を占め、秩父多摩甲斐国立公園や武甲、両
神、西秩父、長瀞玉淀、上武の５つの県立自然公園があり、管内の８３％がこれ
らの自然公園となっています。山岳や渓谷などの自然景観に恵まれ、県民生活
になくてはならない貴重な水源地域となっています。

■取組ピックアップ（令和６年度）
　県立長瀞玉淀自然公園内にある美の山公園では、関係する市町・企業と協力
し、ハイキング、植樹体験など様々なイベントを行っています。
　令和６年度は、令和７年５月２５日に秩父ミューズパークで開催された第７５回
全国植樹祭関連行事「どこでも植樹祭」の一つとして、秩父鉄道株式会社との
共催で令和６年１０月に美の山体験ハイクを開催しました。登山客など１４３名が
参加し、アジサイ植栽やポストカードづくりを行いました。
　参加した方々からは、「はじめての体験だったので楽しかった。アジサイの
成長をまた見に来たい。」といったお声をいただきました。
　また、全国植樹祭１００日前イベントとして、令和７年３月に地元皆野町の県
立皆野高等学校、及び町立皆野小学校、国神小学校、三沢小学校の卒業を控え
た生徒、児童６８名が桜の記念植樹及び施肥作業を行いました。生徒、児童は苗
木の根元に土をかぶせて植樹し、周辺の桜の木にも肥料を与えてもらいました。

アジサイの植樹

卒業記念植樹
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北部環境管理事務所（地図⑤）

■管内の環境
　管内には、西端の上武山地から児玉・松久の丘陵地帯、中央に広がる本庄・
櫛引・江南の北武蔵台地を経て、東端の妻沼低地へと続く起伏に富んだ地形が
広がっています。北には利根川、南には荒川といった豊かな川が流れるなど多
様な自然環境に恵まれています。

■取組ピックアップ（令和６年度）
　管内では、イノシシやシカなどの大型野生獣の市街地への出没が相次ぎまし
た。管内市町、地元警察及び猟友会等と連携し、迅速かつ適切に対処しました。
また、農作物・生活被害の苦情等の多い特定外来生物であるアライグマの防除
のため、捕獲従事者養成研修会を２回（参加者１１７名）開催しました。
　石綿（アスベスト）の飛散による被害防止や業務用エアコンなど冷凍空調機器
からのフロンガスの大気中への排出抑制を図るため、関係機関と連携して建築
物等の解体等工事現場へのパトロールを実施しました。施工業者に対して石綿
規制基準の順守や機器廃棄時のフロン類＊の確実な回収・処理を指導しました。
現場指導に当たっては各環境管理事務所で試用が開始されたウエアラブルカメ
ラなどデジタル機器を活用し業務の効率化や適切な指導の実施に取り組みまし
た。
　「埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」が令和７年１月１日
に施行されました。この条例では、再資源化される金属スクラップやプラスチ
ックの屋外保管を許可制とし、保管方法や標識の掲示、火災防止等のルールを
定めています。市町村への照会や事前調査で確認できた事業場を訪問し、必要
な手続きや保管方法等を説明しました。

捕獲したイノシシ

ウエアラブルカメラを使用した
調査の様子（小山川）

フロン類
ハイライト表示
クロロフルオロカーボン（CFC）、ハイドロクロロフルオロカーボン（HCFC）、ハイドロフルオロカーボン（HFC）の3種類がフロン類として法に規定されている。冷凍空調機器の冷媒等に幅広く使用されているが、CO2の数百から1万倍超の温室効果がある。また、CFC及びHCFCはオゾン層破壊物質でもある。
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越谷環境管理事務所（地図⑥）

■管内の環境
　管内は県南東部に位置し、江戸川、中川、元荒川、大落古利根川、綾瀬川な
どの河川や、葛西用水などの用水路が縦横に走る平坦な低地が広がっています。
田園風景が広がる一方で、東埼玉道路や外環道、つくばエクスプレスなど交通
網の整備で利便性が高まり、大型商業施設や企業の誘致など、新たな市街地の
形成も進んでいます。

■取組ピックアップ（令和６年度）
　特定外来生物であるアライグマによる農作物や人家への被害、生態系＊への
影響が拡大していることから、アライグマの捕獲に従事する人材を養成するた
めの研修会を開催しました。（修了者３０名）
　令和７年１月に八潮市で発生した下水道管破損に関し、人命救助を優先して
道路陥没現場への汚水の流量を極力減らすため、下水道の汚水が春日部中継ポ
ンプ場から近傍の水路・新方川を経由し中川へ放流されました。
　この影響を確認するため同年１月３１日から３月２６日までの間、環境部各課所
と連携して河川の環境モニタリングを継続して行いました。
　また、採水した検体は環境科学国際センターにおいて詳細な分析を行い、結
果は速やかに県ホームページで公表しました。

アライグマ捕獲従事者養成研修会

河川水の採水

生態系
ハイライト表示
植物、動物などの生物とそれらを取り巻く大気、水、土などの無機的な環境を総合した系（システム）。生態系は動物・植物の再生産や、水や大気を循環させる仕組みを持っており、人間は食料・水・木材など様々な恩恵を受けている。
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東部環境管理事務所（地図⑦）

■管内の環境
　県北東部に位置し、利根川を始め大小多くの河川が巡っています。その豊富
な水と平坦な土地から田園風景が広がる埼玉の米どころとなっています。加須
市北東部の渡良瀬遊水地がラムサール条約湿地に登録されています。また、緑
のトラスト保全地＊が３か所、日本最大の河畔砂丘群もあり、多様な自然環境
に恵まれた地域です。

■取組ピックアップ（令和６年度）
　管内は自然環境が豊富な一方で都市化も進み、生活排水対策が大きな課題と
なっています。生活排水対策の一環として、久喜市内の小学校において、近く
を流れる川の水や洗剤を混ぜた水の水質検査を行い、その結果を比べることで
子供たちに川の汚れの原因について体験してもらう環境学習を実施しました。
　産業廃棄物対策では、排出事業者や処理業者に対する立入検査や指導、関係
機関と連携した監視パトロールを実施しました。
　また、令和８年度末に処理期限が到来する低濃度PCB廃棄物対策では、保管
の可能性がある事業者等に対して低濃度PCB廃棄物の保有状況の再確認を促す
など、処理期限内の適正処理に向けて重点的に取り組みました。
　野生生物に関しては、イノシシが利根川流域の加須市のほか、羽生市などで
出没しており、今後も増加が懸念されます。対策として、国、加須市、羽生市、
行田市などで構成する「利根川及び渡良瀬川堤外におけるイノシシ捕獲対策会
議」や現地研修を主催して、被害防止体制を構築しています。

小学校での環境学習

イノシシ捕獲の現地研修会

緑のトラスト保全地
ハイライト表示
ふるさと埼玉の優れた自然や歴史的環境を後世に残すため、企業や県民等からの寄附金（さいたま緑のトラスト基金）などを主な資金として取得・保全する緑地。
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環境についてのお問い合わせ

■環境政策課　 ０４８－８３０－３０１５
　環境基本施策の企画・調整に関すること
　環境基本条例・環境基本計画に関すること
　公害苦情・公害紛争に関すること
　環境影響評価に関すること
　放射線対策に関する総合調整に関すること
　環境学習に関すること
　採石・砂利採取に関すること

■温暖化対策課　 ０４８－８３０－３０３５
　地球温暖化対策に関すること

■エネルギー環境課　 ０４８－８３０－３１７０
　埼玉版スーパー・シティプロジェクトに関すること
　再生可能エネルギー普及施策推進に関すること

■大気環境課　 ０４８－８３０－３０５５
　大気に関すること
　自動車排出ガス対策に関すること
　次世代自動車の普及に関すること
　ダイオキシンに関すること（大気に関することに限る）
　化学物質に関すること
　地球温暖化対策に関すること（自動車対策に限る）
　放射線に係る測定に関すること

■水環境課　 ０４８－８３０－３０７８
　騒音・振動・悪臭に関すること
　工場・事業場からの排水に関すること
　河川等の水質に関すること
　浄化槽に関すること
　土壌・地下水汚染に関すること
　地盤沈下に関すること
　ダイオキシン、化学物質に関すること（大気環境課において所
掌するものを除く）

■産業廃棄物指導課　 ０４８－８３０－３１２５
　産業廃棄物に関すること
　堆積土砂の汚染防止に関すること
　再生資源物の屋外保管に関すること

■資源循環推進課　 ０４８－８３０－３１０５
　リサイクルに関すること
　一般廃棄物に関すること
　彩の国資源循環工場の整備に関すること
　廃棄物広域埋立処分場の建設に関すること
　サーキュラーエコノミーに関すること

■みどり自然課　 ０４８－８３０－３１４０
　自然保護に関すること
　ネイチャーポジティブの推進に関すること
　野生生物の保護管理に関すること
　緑の保全と創出に関すること
　さいたま緑のトラスト運動に関すること
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環境についてのお問い合わせ

■環境科学国際センター　 ０４８０－７３－８３３１
　環境に関する試験・研究などに関すること

■環境整備センター　 ０４８－５８１－４０７０
　廃棄物の広域的埋立に関すること
　彩の国資源循環工場に関すること

■環境管理事務所
　中央環境管理事務所（さいたま市浦和区）

０４８－８２２－５１９９
　西部環境管理事務所（川越市）

０４９－２４４－１２５０
　東松山環境管理事務所（東松山市）

０４９３－２３－４０５０
　秩父環境管理事務所（秩父市）

０４９４－２３－１５１１
　北部環境管理事務所（熊谷市）

０４８－５２３－２８００
　越谷環境管理事務所（越谷市）

０４８－９６６－２３１１
　東部環境管理事務所（杉戸町）

０４８０－３４－４０１１


